指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年　神奈川県規則第13号

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例
第７号。）第24条第４項に規定する同条第３項第１号に掲げる費用及び同条例第67条第４項に規定する同条第３項第１号に掲げる費用については、食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針（平成24年厚生労働省告示第231号）第１号及び第２号イに定めるところによる。

　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。


